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１）DPAT 事務局 

 
研究要旨 
【目的】 

全自治体に対し、災害時の精神科医療体制の現状（DPAT 体制整備状況（研究Ⅰ）、精神科医療
機関における災害拠点病院機能（研究Ⅱ））を調査することで、災害時における精神科医療資源の
評価および DPAT と災害拠点精神科病院の体制整備に係る基礎資料とする。 

研究Ⅰ.平成 28 年度 DPAT 体制整備状況調査；各自治体の DPAT 体制整備状況を把握する。 
研究Ⅱ.平成 28 年度 精神科病院における災害拠点病院機能の検討；初期救急医療の要となる

災害拠点病院における精神医療機能（研究Ⅱ-1）、精神科病院における災害拠点病院機能（研究Ⅱ
-2）について把握する。 
【方法】 

平成 28 年 12 月 28 日～平成 29 年 1 月 18 日の間に、全 67 都道府県・政令指定都市担当課を対
象とし、メールでの回答を求めた。 

研究Ⅰ. 地域防災計画への DPAT の記載有無、DPAT 先遣隊を除く DPAT 班数、都道府県等にお
ける DPAT 研修の開催有無と内容、DPAT 運営委員会の開催有無、薬剤、通信機器、個人装備等の
資機材準備の有無を尋ねた。  

研究Ⅱ-1. 災害拠点病院、その内の精神病床の有無、精神科外来の有無、精神科医師数（常勤精
神科医師、非常勤精神科医師）を尋ねた。 

研究Ⅱ-2. 災害拠点病院機能（DPAT の派遣機能を有する、DPAT の参集拠点となる、一度に多
くの患者集積が可能な場所が確保できる、集積された患者の安定化、医療の提供、転院先の搬送
調整が可能である）を有しているもしくは今後有する可能性のある管内の精神科病院数を尋ねた。
調査時点で当該機能を有する精神科病院がある場合、病院名を明記させた（複数記入可）。 
【結果】 

回収率は 100％（全 67 自治体中 67 自治体）であった。 
研究Ⅰ．地域防災計画への DPAT の記載状況については、DPAT の記載有りが 29 自治体（H28 

年 4 月時点；21 自治体）、記載予定有が 25 自治体であった。DPAT 登録状況については、平成 
29 年 1 月時点では DPAT 先遣隊を除いた DPAT 登録班数が 374 であり、前年度に比して 1.6
倍に増加した。都道府県等における DPAT 研修については、平成 29 年 1 月時点では開催が有
るのは 31 自治体（46%）、無いのは 36 自治体（54%）であった。開催をしている自治体のうち、
DPAT 研修要件を満たしているのは 9 自治体（開催自治体のうち 29%）、満たしていないのは 22
自治体（開催自治体のうち 71%）であった。 
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研究Ⅱ-1. 災害拠点病院数は 700 箇所、そのうち精神病床を有しているのは 210 箇所であった
（全災害拠点病院の 30％（前年度 26%））。また、精神病床を有する病院の合計精神病床数は 10806
床であった。 

研究Ⅱ-2. 災害拠点病院機能を担える精神科病院について、今後担えると回答した自治体は、都
道府県で 23 自治体、政令市で 4 自治体の計 27 自治体（40%）であった。 
 
【考察・結論】 
研究Ⅰ．  記載予定を含めると 81％の自治体が地域防災計画へ DPAT を位置付けていた。また
DPAT 登録状況も大幅に進んでおり、地域での DPAT 体制整備が進んでいることが分かる。し
かしながら、都道府県等における DPAT 研修については、研修開催自治体が全自治体の半数にと
どまる点、また、開催をしていてもそのうちの 7 割の自治体は DPAT 事務局が定める研修要件を
満たしておらず、人材育成は進んでいない。今後、自治体における研修、運営協議会の企画など、
ソフト面における支援の強化が必要である。 
研究Ⅱ． 全災害拠点病院における精神医療機能について調査した。災害拠点病院における精神病
床は 10806 床で全精神病床の 3%のみとなっており、今後想定される大規模地震等における精神科
医療ニーズには対応できない。一方で、既存の精神科病院において災害拠点病院機能を担える可
能性が示唆された。本調査から得られた災害拠点精神科病院機能の必要性については、厚生労働
省医政局地域医療計画課長発の「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（医政地発
0331 第 3 号）における「災害時における医療体制の構築に係る指針」改訂の基礎資料となり、発
出された。来年度は、現在医療計画の改訂の中で議論されている精神科病院における災害拠点病
院機能について、実働訓練等を検証し、具体的な機能を提言する。 

研究Ⅰ.平成 28年度 DPAT 体制整備状況調査 

 

A．研究目的 

平成 25 年 4 月 1 日に厚生労働省より「災害

派遣精神医療チーム（ Disaster psychiatric 

assistance team: DPAT）活動要領」が発出され

て以来（障精発 0401 第 1 号）、平成 26 年 8 月

の広島県大雨災害、平成 26 年 9 月の長野県御

嶽山噴火、平成 27 年 9 月関東・東北豪雨、平

成 28 年熊本震災と、DPAT は実働を重ねてき

た。近年では体制整備も進んできており、直近

では平成 28 年 4 月 14 日に発生した熊本地震

において、制度創設以来初の県外 DPAT への

派遣要請を行うこととなり、その派遣自治体お

よび派遣隊数は 41 都道府県、1,091 隊にのぼ

った（6 月 30 日時点）。しかし、当該災害では、

被災自治体、支援自治体ともに平時の整備体制

が確立されていないことによる課題が見受け

られたため（平成 28 年度災害時こころの情報

支援センター事業（DPAT 事務局機能）事業実

績報告書）、引き続き平時から DPAT 体制整備

状況を把握し、整備を拡充することが重要であ

ると思われる。また、資機材等を含む平時での

準備、発災時の活動内容等について記載した

DPAT 活動マニュアル（平成 27 年 1 月）につ

いても、より現状に則した内容に改訂する必要

があるため、全国規模での把握は急務である。 

以上から、DPAT 活動マニュアルの改訂の基

礎資料とすることを目的に、全都道府県等に対

し、現状の DPAT 整備状況についてアンケート

調査を行った。 

  

B．研究方法  

平成 28 年 12 月 28 日～平成 29 年 1 月 18

日の間に、全 67 都道府県・政令市災害精神

保健医療担当者に対し、メールもしくは FAX 
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で回答を求めた。調査項目は、（ア）地域防災

計画への DPAT の記載状況（DPAT の記載、

DPAT の記載予定）、（イ）DPAT 登録状況（先

遣隊を除いた DPAT 登録班数）、（ウ）都道府

県等における DPAT 研修開催の有無とその内

容（DPAT 研修要件を満たすか否か）、（エ）

DPAT 運営委員会の開催有無、そのうちの災害

医療コーディネーターの参加の有無、（オ）資

機材準備の有無（薬剤・医療器材、通信機器な

どの標準ロジスティクス関連機材、個人装備）

について尋ねた。 

なお、（イ）の DPAT 班数について、個人登

録のみの場合は、登録人数を DPAT の最低構

成人数（3 名）で割り、班数を算出した。 

 

（倫理面への配慮） 

個人情報は取り扱っていない。 

 

C．研究結果 

回収率は 100％（全 67 自治体中 67 自治

体）であったため、すべてを分析対象とした。 

（ア）地域防災計画への DPAT の記載状況に

ついては、DPAT の記載有りが 29 自治体

（H28 年 4 月時点；21 自治体）、記載予定

有が 25 自治体であった（図 1）。 

（イ）DPAT 登録状況については、平成 29 年 

1 月時点では DPAT 先遣隊を除いた DPAT 

登録班数が 374 であった（平成 28 年 3 月にお

ける当該班数；230）。前年度に比して、今年

度は当該班数が 1.6 倍となっており、地域での 

DPAT 体制整備が進んでいることが分かる

（図 2）。  

（ウ）都道府県等における DPAT 研修につい

ては、平成 29 年 1 月時点では開催が有るの

は31 自治体（46%）、無いのは36自治体（54%）

であった。開催をしている自治体のうち、

DPAT 研修要件を満たしているのは 9 自治体

（開催自治体のうち 29%）、満たしていないの

は 22 自治体（開催自治体のうち 71%）であっ

た。研修開催自治体が全自治体の半数にとどま

る点、また、開催をしていてもそのうちの 7

割の自治体が研修要件を満たしていない点が

課題であると思われた（図 3）。 

（エ）DPAT 運営委員会の開催有無については、

開催が有るのは 25 自治体（37%）、無いのは

42 自治体（63%）であった。開催自治体のう

ち、災害医療コーディネーターの参加が有るの

は 10 自治体（開催自治体中 40%）、無いのは

15 自治体（開催自治体中 60%）であった（図

4）。 

（オ）資機材準備については、薬剤・医療器材、

通信機器などの標準ロジスティクス関連機材、

個人装備の順に述べる。なお、大阪市について

はすべての回答で未回答であったため、不明と

して算出した。 

薬剤・医療器材（標準薬剤（精神）、標準薬

剤（その他）、医療資機材）について、標準薬

剤（精神）の準備が有るのは 18 自治体（27%）、

一部あるのは 6 自治体（9%）、無いのは 42 自

治体（63%）、不明は 1 自治体（1%）であっ

た。標準薬剤（その他）の準備が有るのは 14 自

治体（21%）、一部あるのは 8 自治体（12%）、

無いのは 44 自治体（66%）、不明は 1 自治体

（1%）であった。医療資機材の準備が有るの

は 26 自治体（39%）、一部あるのは 15 自治体

（22%）、無いのは 25 自治体（37%）、不明は

1 自治体（1%）であった（図 5－1）。 

標準ロジスティクス関連機材（通信機器・記

録機器、生活用品・雑品、非常食、調理器具）

について、通信機器・記録機器の準備が有るの

は 10 自治体（15%）、一部あるのは 30 自治体

（45%）、無いのは 26 自治体（39%）、不明は

1 自治体（1%）であった。生活用品・雑品の

準備が有るのは 10 自治体（15%）、一部あるの
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は 29 自治体（43%）、無いのは 27 自治体（40%）、

不明は 1 自治体（1%）であった。非常食の準

備が有るのは 12 自治体（18%）、一部あるのは

8 自治体（12%）、無いのは 46 自治体（69%）、

不明は 1 自治体（1%）であった。調理器具の

準備が有るのは 11 自治体（16%）、一部あるの

は 12 自治体（18%）、無いのは 43 自治体（64%）、

不明は 1 自治体（1%）であった（図 5－2）。 

個人装備の準備が有るのは  18 自治体

（27%）、一部あるのは 26 自治体（39%）、無

いのは 22自治体（33%）、不明は 1 自治体（1%）

であった（図 5－3）。 

 

D．考察 

記載予定を含めると 81％の自治体が地域防

災計画へ  DPAT を位置付けていた。また

DPAT 登録状況も大幅に進んでおり、地域で

の DPAT 体制整備が進んでいることが分か

る。しかしながら、都道府県等における DPAT

研修については、研修開催自治体が全自治体の

半数にとどまる点、また、開催をしていてもそ

のうちの 7 割の自治体は DPAT 事務局が定め

る研修要件を満たしておらず、人材育成は進ん

でいない。今後、自治体における研修、運営協

議会の企画など、ソフト面における支援の強化

が必要である。 

 

E．結論 

全 67 都道府県・政令市の DPAT 体制整備

状況について調査を行った。経年での評価で

DPAT 体制は進んでいるが、自治体での研修や

運営協議会の企画は進んでおらず、今後は人材

育成や運営協議会の企画など、ソフト面での支

援の強化が必要である。なお、本研究の結果に

ついては平成 28年度DPAT 研修において全自

治体、DPAT 統括者へフィードバックを行った。 

 

F．研究発表 

 なし 
 
G．知的財産権の出願・登録状況 

 なし 
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図 1．都道府県・政令市地域防災計画における DPAT の記載状況 

 

 

図 2．DPAT 先遣隊を除いた DPAT 登録班数 

山 口 県 有
徳 島 県 ○
香 川 県 ○
愛 媛 県 ○
高 知 県 有
福 岡 県 ○
佐 賀 県 有
長 崎 県 有
熊 本 県 有
大 分 県 ○
宮 崎 県 ○
鹿 児 島 県 有
沖 縄 県 ○
札 幌 市 ○
仙 台 市 無
さいたま市 有
千 葉 市 無
横 浜 市 無
川 崎 市 有
相 模 原 市 無
新 潟 市 有
静 岡 市 ○
浜 松 市 無
名 古 屋 市 ○
京 都 市 無
大 阪 市 検討中
堺 市 無
神 戸 市 有
岡 山 市 有
広 島 市 ○
北 九 州 市 無
福 岡 市 有
熊 本 市 有

DPATの
記載

「災害派遣精神医療チーム」もし
くは「DPAT」記載予定の有無

北 海 道 ○
青 森 県 有
岩 手 県 有
宮 城 県 有
秋 田 県 ○
山 形 県 ○
福 島 県 ○
茨 城 県 有
栃 木 県 ○
群 馬 県 ○
埼 玉 県 有
千 葉 県 ○
東 京 都 有
神 奈 川 県 有
新 潟 県 無
富 山 県 ○
石 川 県 ○
福 井 県 ○
山 梨 県 有
長 野 県 有
岐 阜 県 ○
静 岡 県 ○
愛 知 県 ○
三 重 県 有
滋 賀 県 無
京 都 府 無
大 阪 府 ○
兵 庫 県 ○
奈 良 県 検討中
和 歌 山 県 有
鳥 取 県 有
島 根 県 ○
岡 山 県 ○
広 島 県 ○
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図 3．DPAT 研修要件を満たしている自治体数 

 

 

 

 
図 4．都道府県等における DPAT 運営委員会の開催状況 
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図 5－1．都道府県等における資機材準備の有無の割合（薬剤・医療器材） 

 

 

 

 
図 5－2．都道府県等における資機材準備の有無の割合（ロジスティクス関連機材） 
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図 5－3．都道府県等における資機材準備の有無の割合（個人装備；服装） 

 

研究Ⅱ：精神科病院における災害拠点病院機能

の検討 
 
A．研究目的 

DPAT 活動にあたり「DPAT の各班は、原則

として、被災地域内の災害拠点病院、精神科の

基幹病院、保健所、避難所等に設置される 

DPAT 活動拠点本部に参集し、その調整下で被

災地域での活動を行う。」とされており、急性

期における災害拠点病院機能は、初期救急医療

の要となる点で重要な意義をもつ。 

近年の DPAT 活動の事例において、平成 28

年 4 月 14 日に発生した熊本地震では「今回の

精神科病院からの患者搬送では、受け入れる数

十か所の単科精神科病院と個別のベッドコン

トロールをしなければならず、情報も錯綜、結

果として、搬送調整に多大な時間を要してしま

った。DMAT は災害拠点病院を中心に活動す

る。さらには、必要に応じて SCU（Staging 

Care Unit）を立ち上げ、患者を一旦集約、状

態の安定化を図りながら搬送手段を確保し、域

外への搬送を行う。しかし、精神科には患者や

支援チームを集約できる災害時の施設がない。

そして災害拠点病院には精神病床はほとんど

ない。（平成 28 年度災害時こころの情報支援

センター事業（DPAT 事務局機能）事業実績報

告書）」との報告にあるように、精神科病院に

おける搬送・受け入れ、すなわち災害拠点病院

機能が課題となった。また、当課題は平成 28 

年 12 月 26 日に厚生労働省より行われた医

療計画の見直し等に関する検討会でも言及さ

れ、災害時の医療提供体制について「災害拠点

精神科病院（仮称）」を設置するなど、精神科

の整備を進める方針が示されている。これらの

現状を鑑み、被災地の基幹的な精神科病院の災

害拠点病院機能を把握することは意義あるこ

とと考えられる。したがって、災害拠点病院に

おける精神医療機能、また、精神科病院におけ

る災害拠点病院機能を把握し、災害時における

DPAT活動拠点の検討のための基礎資料とする

ことを目的に、全都道府県等に対し、災害拠点

病院の精神医療機能についてアンケート調査

を行った。 

 

B．研究方法 
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日の間に、全 67 都道府県・政令市担当課を

対象とし、調査が行われた。 

研究Ⅱ‐1：調査項目は、（ア）災害拠点病院内

の精神病床数、（イ）精神科外来の有無、（ウ）

精神科医師数（常勤精神科医師、非常勤精神科

医師）についてであった。 

研究Ⅱ‐2：調査項目は、（エ）災害拠点病院機

能（①DPAT の派遣機能を有する、②DPAT の

参集拠点となる、③一度に多くの患者集積が可

能な場所が確保できる、④集積された患者の安

定化、医療の提供、転院先の搬送調整が可能で

ある）を担える精神科病院を有している、もし

くは今後有する可能性のある管内の精神科病

院数について尋ねた。調査時点で当該機能を有

する精神科病院がある場合、病院名を明記させ

た（複数記入可）。 

 

（倫理面への配慮） 

個人情報は取り扱っていない。 

 

C．研究結果 

回収率は 100％（全 67 自治体中 67 自治

体）であったため、すべてを分析対象とした。 

研究Ⅱ‐1：災害拠点病院数は 700 箇所、その

うち精神病床を有しているのは 210 箇所であ

った（全災害拠点病院の 30％（前年度 26%））。

また、精神病床を有する病院の合計精神病床数

は 10806 床であった。災害拠点病院のうち、

精神科外来を有しているのは 395 箇所（全災

害拠点病院の 56％）であった。精神科医師の

有無において、常勤医師を有しているのは 328

箇所、無しは 365 箇所、不明は 7 箇所であっ

た。非常勤医師を有しているのは 284 箇所で

あった。非常勤医師を有している病院の中で、

常勤医師無しは 84 箇所であった（図 6）。  

さらに、県ごとの人口に対する精神病床数を

算出するため、総務省統計局による人口推計

（平成 29 年 1 月時点）を用いて分析を行った。

その結果、1 万人に対する災害拠点病院におけ

る精神病床数は 0‐5.3床と各都道府県で異な

っており、全国平均は 1.0 床であった。京都

府、山口県においては有する精神病床数は 0 

であった（図 7）。 

研究Ⅱ‐2：災害拠点病院機能を担える精神科

病院について、今後担えると回答した自治体は、

都道府県で 23 自治体、政令市で 4 自治体の計

27 自治体（40%）であり、担えないと回答し

た自治体は 40 自治体（60%）であった。当該

機能を有する精神科病院について記載があっ

た病院を分類した結果、国立病院が 1、自治体

病院が 17、大学病院が 2、民間病院が 11 であ

った（図 8）。 

 

D．考察 

全災害拠点病院 700 箇所における精神医療

機能について調査した。全災害拠点病院の

30％が入院機能を有しており、前年度よりも

その割合は増加していた。しかし総数は全精神

病床の 3%しかなく、災害拠点病院に精神病床

を持たない自治体もあった。災害時には身体合

併症の問題が課題となるため、災害拠点病院精

神病床をどのように機能させるか、または他に

どのような医療機関で災害拠点病院精神医療

機能を担保するのかは、地域ごとに平時に計画

を立案しておく必要があると考えられた。 

災害拠点病院機能を担える精神科病院につ

いて、今後担えると回答した自治体は、全自治

体中 4 割であった。現時点で精神科病院におけ

る災害拠点病院機能が明確にはなっていない

ため、あくまでも参考値となるが、災害拠点病

院機能を担うことのできる精神科病院が潜在

的には存在していることが示唆された。上記か

ら得られた災害拠点精神科病院機能の必要性

については、厚生労働省医政局地域医療計画課
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長発の「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体

制について」（医政地発 0331 第 3 号）における

「災害時における医療体制の構築に係る指針」

改訂の基礎資料となり、発出された。今後、地

域の基幹的な精神科病院における災害拠点病

院機能を具体化し、必要な体制整備を提言した

い。 

 

E．結論 

全災害拠点病院における精神医療機能につ

いて調査した。精神病床は 10806 床で全精神

病床の 3%のみとなっており、今後想定される

大規模地震等における精神科医療ニーズには

対応できない。一方で、既存の精神科病院にお

いて災害拠点病院機能を担える可能性が示唆

された。この災害拠点精神科病院機能の必要性

については、厚生労働省医政局地域医療計画課

長発の「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体

制について」（医政地発 0331 第 3 号）におけ

る「災害時における医療体制の構築に係る指針」

改訂の基礎資料となり、発出された。 

来年度は、現在医療計画の改訂の中で議論さ

れている精神科病院における災害拠点病院機

能について、実働訓練等を検証し、具体的否機

能を提言する。 

 

F 研究発表 

 なし 

 

G．知的財産権の出願・登録状況 

 なし 
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図 6．災害拠点病院における精神医療機能調査結果 

 

 

 
図 7．都道府県別人口に対する災害拠点病院の精神病床数 
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図 8．災害拠点病院機能を担える精神科病院について 
 


